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「業務の適正を確保するための体制」の一部改定に関するお知らせ 
 

   当社は、平成27年９月29日の取締役会において、「業務の適正を確保するための体制」（内部統制シ

ステム）を、以下のとおり改定することを決議しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

    当社は、会社内部のガバナンスを有効に効かせるために、仕組みとして内部牽制が十分に行き渡った

組織にすることを目指し、監査等委員による外部的見地からの監視のもと取締役会による審議・意思決

定が行われるとともに、経営の透明性とコンプライアンス遵守を徹底することとする。 

 

１. 取締役および使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、取締役および使用人はこれを遵守する。 

(2) コンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コンプライアンス管理規程および内部通報窓口に関

する規程を定め、顧問弁護士に依頼して社外の内部通報窓口を設けることにより、実効性を高めるこ

ととする。 

(3) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価

し、必要な是正を行う。 

(4) 当社は健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対して

は断固としてこれを拒絶する。 

  

２. 取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 職務遂行に係る稟議書、報告書および議事録については、法令および文書管理規程などに基づき、

適切に保存および管理を行う。取締役および監査等委員は、これらの文書などを、常時閲覧できる

ものとする。 

(2) 会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱うため、業

務秘密管理規程などの規程類を整備・運用する。 

(3) 会社法、金融商品取引法および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証

券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。 

  

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) リスク管理委員会において、会社の事業、その他業務に係るリスク管理およびコンプライアンス管

理状況の把握を行うほか、各本部長は、所管業務のリスク管理を適切に行いリスク発生の回避に努め

るものとし、リスク発生が差し迫っていると認知した場合、速やかに代表取締役社長に報告の上、リ

スク発生の回避、損失の極小化のための措置を講じる。 
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(2) 災害リスク管理規程、個人情報保護規程、業務秘密管理規程、品質保証規程、与信管理規程、デリ

バティブ管理規程等を定め、企業活動に関連する個々のリスクを管理する。 

  

４. 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 業務分掌規程および職務権限規程において、職位、業務分掌および決裁事項ならびに決裁権限を定

め、効率的に職務を遂行する。 

(2) 中期経営計画において向こう３年間の経営計画を定めるとともに、予算制度などの経営管理制度を

整備する。 

  

５. 当社における業務の適正を確保するための体制 

(1）業務の執行が法令および定款に適合するとともに、業務の適正と効率の確保を目的として。組織規

程や職務分掌規程をはじめとする社内規程を定め業務を遂行する。 

(2)取締役および使用人の職務遂行の適合性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監

査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人および監査等委

員会と情報交換し、効率的な内部監査を実施する（具体的には、四半期ごとに年４回および必要に応

じて情報交換を実施する。）。 

  

６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人（監査等委員である取締

役を除く。）からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

(1) 監査等委員会の求めに応じて、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、その職務を補助すべき使用

人を任命し人事的対応をはかる。 

(2) 監査等委員会によりその職務の指示を受けた使用人は、当該指示された業務を他の業務に優先し遂

行するとともに、当該指示された業務に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および

上長などの指揮・命令は受けないものとする。 

(3) 当該使用人の人事異動および考課については、監査等委員会の同意を得るものとする。 

  

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告するための体制お

よび当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

(1) 監査等委員は、取締役会のほか部長会議など重要な会議に出席し、取締役および使用人から職務遂

行の状況の報告を求めることができる。 

(2) 取締役および使用人は、監査等委員会から業務遂行に関する事項の報告を求められた場合には、速

やかに報告する。 

(3) 取締役および使用人は、法令に違反する事実、社会に著しい損害を与えるおそれがある事実を発見

したときには速やかに監査等委員会に報告する。 

(4) 内部監査室は、監査等委員会と密接な連携を保持し、内部監査の結果を監査等委員会に定期的に報

告する。 

(5) 監査等委員会へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告等を行ったことを理由として不

利な取扱いを行うことを禁止する。 

  

８. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査等委員会は、法令に従い、公正かつ透明性を担保する。 

(2) 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。 

(3) 監査等委員会は、会計監査人および内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の意思疎通を図る。 

(4) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、そ

の他専門家の意見を聴収することができる。 

(5) 監査等委員の職務の執行について生じる費用については、速やかに会社で費用を負担するものとす

る。 

 

以 上 


